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規

則 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
中
「
及
び
定
義
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
六
条
の
表
主
幹
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、

実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
の
項
区
分
の
欄
中
「
、
教
諭
」
の
下
に
「
、
実
習
教
諭
」
を
加
え

る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
実
績
及
び
行
動
プ
ロ
セ
ス
」
を
「
職
員
が
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
（
以

下
「
実
績
」
と
い
う
。
）
、
職
務
遂
行
の
過
程
で
発
揮
さ
れ
た
能
力
及
び
執
務
姿
勢
（
以
下
「
行

動
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
。
）
並
び
に
職
務
遂
行
の
過
程
に
お
け
る
他
の
職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
及
び
協
働
に
関
す
る
行
動
（
以
下
「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
行
動
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
及
び
行
動
プ
ロ
セ
ス
」
を
「
、
行
動
プ
ロ
セ
ス
及
び
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

行
動
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
五
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と

し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

職
員
が
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
事
務
長
（
事
務
局
長
、
事
務
部
長
、
事
務
局
次
長
及
び
事

務
室
長
を
含
む
。
）
又
は
担
当
部
長
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
職
員
が
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
（
以
下
「
実
績
」
と

い
う
。
）
、
職
務
遂
行
の
過
程
で
発
揮
さ
れ
た
能
力
及
び
執
務
姿
勢
（
以
下
「
行
動
プ
ロ
セ
ス
」

と
い
う
。
）
並
び
に
職
務
遂
行
の
過
程
に
お
け
る
他
の
職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び

協
働
に
関
す
る
行
動
（
以
下
「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
行
動
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
が

設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
（
以
下
「
実
績
」
と
い
う
。
）
並
び
に
職
務
遂
行
の
過
程
で
発
揮

さ
れ
た
能
力
及
び
執
務
姿
勢
（
以
下
「
行
動
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
三
項
及
び
第

四
項
中
「
実
績
、
行
動
プ
ロ
セ
ス
及
び
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
行
動
」
と
あ
る
の
は
「
実
績
及
び
行
動

プ
ロ
セ
ス
」
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

 

埼
玉
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
中
「
及
び
定
義
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
実
績
及
び
行
動
プ
ロ
セ
ス
」
を
「
職
員
が
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
（
以

下
「
実
績
」
と
い
う
。
）
、
職
務
遂
行
の
過
程
で
発
揮
さ
れ
た
能
力
及
び
執
務
姿
勢
（
以
下
「
行

動
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
。
）
並
び
に
職
務
遂
行
の
過
程
に
お
け
る
他
の
職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
及
び
協
働
に
関
す
る
行
動
（
以
下
「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
行
動
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
及
び
行
動
プ
ロ
セ
ス
」
を
「
、
行
動
プ
ロ
セ
ス
及
び
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

行
動
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
五
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と

し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

職
員
が
校
長
、
副
校
長
又
は
教
頭
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
職
員
が
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
（
以
下
「
実
績
」
と

い
う
。
）
、
職
務
遂
行
の
過
程
で
発
揮
さ
れ
た
能
力
及
び
執
務
姿
勢
（
以
下
「
行
動
プ
ロ
セ
ス
」

と
い
う
。
）
並
び
に
職
務
遂
行
の
過
程
に
お
け
る
他
の
職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び

協
働
に
関
す
る
行
動
（
以
下
「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
行
動
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
が

設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
（
以
下
「
実
績
」
と
い
う
。
）
並
び
に
職
務
遂
行
の
過
程
で
発
揮

さ
れ
た
能
力
及
び
執
務
姿
勢
（
以
下
「
行
動
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
三
項
及
び
第

四
項
中
「
実
績
、
行
動
プ
ロ
セ
ス
及
び
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
行
動
」
と
あ
る
の
は
「
実
績
及
び
行
動

プ
ロ
セ
ス
」
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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